
 

 

 

平 成 ３ ０ 年 ３ 月 ２ ８ 日 

土 地 ・ 建 設 産 業 局 不 動 産 市 場 整 備 課 

土地・建設産業局地価調査課 

住 宅 局 住 宅 生 産 課 
 

健康・快適なビルを認証へ 

～健康性、快適性等に関する不動産に係る認証制度のあり方についてのとりまとめ～ 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                       

〈問い合わせ先〉土地・建設産業局不動産市場整備課  企画専門官  丸茂悠 （内線 30-232） 

係長      丸山頼子(内線 30-214) 

（代） 03-5253-8111 （直） 03-5253-8375 （FAX）03-5253-1579 

  土地・建設産業局地価調査課 課長補佐 荒井知己（内線  30-645） 

（代） 03-5253-8111 （直） 03-5253-8378 （FAX）03-5253-1578 

    住宅局住宅生産課 企画専門官 北田透（内線 39-458） 

（代） 03-5253-8111 （直） 03-5253-8940 （FAX）03-5253-1629 

【ポイント】 

   ○ 投資家が投資先企業に対して環境・社会・ガバナンスへの配慮を求める ESG（※）投資原

則が、欧米を中心に世界的潮流となりつつある中で、不動産分野においては、不動産そのも

のの環境負荷の低減だけではなく、執務環境の改善、知的生産性の向上、優秀な人材確保等

の観点から、働く人の健康性、快適性等に優れた不動産への注目が高まっています。 

   （※）ESG・・・環境（Environment）・社会（Society）・ガバナンス（Governance）の略。 

 

    ○ 国土交通省では、昨年６月にとりまとめた「不動産投資市場の成長に向けたアクションプ

ラン」を踏まえ、「ESG 投資の普及促進に向けた勉強会」（座長：堀江隆一 CSR デザイン環境

投資顧問(株)代表取締役社長）において、健康性、快適性等に関する不動産に係る認証制度

のあり方について検討を重ね、昨年 12 月に中間とりまとめを公表しました。 

 

 ○ 中間とりまとめ後も引き続き勉強会において検討を進め、今般の最終とりまとめでは、中

間とりまとめで公表した ESG 投資の普及促進に向けた認証制度のあり方に加え、評価要素の

イメージ、勉強会における議論を踏まえた ESG 不動産投資の基盤整備に向けた今後の方向性

を公表します。 

 国土交通省では、健康性、快適性等に関する不動産に係る認証制度の構築が重要であ

るとの認識のもと、「ESG 投資の普及促進に向けた勉強会」において検討を進めてきたと

ころであり、今般、当該認証制度のあり方について最終とりまとめを行いました。 

【添付資料】 

 ・最終とりまとめ 

 ・最終とりまとめ 参考資料 


